
ナ
コ
l
lナ
タ

ιた
。
然
る
に
六
且
諒
被
れ
て
公
宗
は
燃
に
伏
L
、

七
且
時
行
は
信
協
に
起
っ
て
一
た
び
鍬
れ
の
直
義
を

泊
ひ
之
に
減
っ
た
が
、
用
拡
且
徳
氏
の
来
攻
す
る
に
及

ん
で
敗
退
し
た
。
印
刷
刻
中
先
代
の
鼠
こ
れ
で
あ
る
。

同
且
時
殺
は
、
そ
の
災
時
有
が
笥
て
越
巾
の
守
泌
で

あ
っ
た
同
制
限
を
強
み
、
同
凶
に
市
人
し
て
興
策
を
鎮

め
た
の
で
、
凶
司
中
院
中
綿
定
的
之
と
械
を
交
へ

た
。
こ
の
際
大
和
の
住
人
出
附
大
成
閉
山
行
努
の
下
っ

て
定
的
を
桜
け
た
こ
と
は
、
珠
洲
郷
税
制
妙
似
寺
文

部
に
見
え
る
。
阪
に
し
て
時
役
は
一一原
則
に
出
で
ん
と

欲

L
、
加
引
に
判
じ
て
政
地
〈
符
叫
む
氏
等
の
蹴
っ
た

火
山
揖
寺
械
を
附
ん
だ
が
、
越
前
の
勢
の
来
っ
て
城
共

に
力
を
仰
す
に
及
び
敗
死
L
、
北
保
氏
川
棋
の
剖
引
町

会
く
水
泡
に
附
し
た
。

梨
谷
小
山

用
羽
同
部
則
松
庄

ナ
シ
h
F
-
一
コ
ヤ
マ

に
あ
る
部
前
。

ナ
シ
虫
ニ
コ
ヤ
マ
ヤ
キ
梨
谷
小
山
焼

羽
咋
制

梨
谷
小
山
の
小
字
小
山
な
る
耐
性
寺
が
陶
山
部
を
築
い

て刷出
出
し
た
土
伎
で
、
腿
烏
州
柑
井
川
明
川
田
寺
も
協
同

出
資
し
た
も
の
。
天
保
五
年
九
且
火
打
谷
に
瓜
〈
街
を

縫
見

L
、
(
こ
の
波
見
者
を
従
来
寺
引
の
庄
一
一
一
と
し

て
ゐ
た
が
、
呉
川
制
以
元
政
都
に
は
赤
給
見
次
郎
と
す

る
。
庄
三
は
こ
の
年
十
九
段
だ
か
ら
、後
設
が
取
引
以
で

あ
ら
う
ou
六
年
間
七
月
初
め
て
耐
寺
の
経
桝
を
利
悼
付

す
る
錦
製
陶
に
着
手
し
た
こ
と
を
滞
に
回
出
で
、
七

年
十
万
冥
加
金
の
上
納
を
巾
出
て
ゐ
る
。
安
政
元
年

冬
に
京
っ
て
胤
開
業
し
た
。

梨
J

木

河
北
川
五
ヶ
住
に
印
刷
す
る

ナ
シ
ノ
キ

郎古川。
ナ
シ
ノ
キ
ザ
カ

梨
ノ
木
坂

阪
の
部
訴
に
山
県
る
附
の
坂
焼
。

ナ
シ
ノ
キ
ジ
ヨ
ウ

梨
ノ
木
城

河
北
榔
梨
，
木
に

在
っ
た
。
一
ニ
州
紀
州
に、

こ
の
村
符
山
の
内
に
減
跡

が
あ
り
、
仲
近
江
守
が
日
た
と
あ
る
。
天
正
四
年
入

且
一
向
一
伐
の
刊
制
が
下
問
刑
部
聞
刑
法
阪
に
宛
て
た

出品川肌に
、
拠
近
江
守
政
発
の
あ
る
の
は
そ
れ
で
あ
ら

.、，。

ナ
ゴ
ヤ
h
y
-
7
ウ
ド

那
古
屋
夜
人
見
永
三
年
前

川
利
"M
に甘口
問
さ
れ
、
三
千
石
を
似
ひ
、
次
い
だ
白

山
侠
の
分
列
す
る
昨
之
に
随
従
し
た
が
、
後
史
に
郎

参
し
た
。
二
代
知
人
、父
治
知
の
内
二
千
一
告
を
党
け
、

三
代
千
松
は
後
に
右
門
と
殴
め
、
亦
二
千
石
を
迎
ぎ
、

白
永
元
年
説
。
元
政
六
年
の
士
艇
に

『
郎
自
民
宇
門

浅
町
川
』
と
見
え
る
。
加
古
M

也
氏
は
子
係
名
制
に
町

め
た
。

ナ
ゴ
ヤ
ヨ
シ
ト
ミ

郡
古
屋
一
良
宮
大
地
寺
滞
士
。

週
格
平
太
郎
・
一
尽
。
延
享
二
年
家
信
を
約
ぎ
、

政

七
十
行
を
焚
け
、
土
問
酷
奉
行
・械
器
行
・釘
用
刑
制
奉
行

に
任
じ
た
。
民
出
肌
引
を
大
幸
県
出
に
泣
け
、
詩
文
を

能
く
し
、
明
和
七
年
J
I

一
見
凶
十
H

凶
を
以
て
放
し
た
。

那
古
同
出
先
生
文
相
地
一
怨
が
あ
る
。

ナ
シ
カ
サ
ヤ
マ
梨
釜
山

石
川
術
的
来
の
京
に

在
っ
て
、
金
相
仰
を
去
る
十
穴
粁
品
開
o

wA
(

の
雨
を
深
谷

と抑制
L
石
材
多
く
、
院
長
中
前
倒
利
長
の
金
搾
城
山
剛

を
修
し
た
川
、

戸
釜
石
と
共
に
こ
h

か
ら
も
探
取
し

た。

風
説
仰
小
X
か
ら

ナ
シ
ノ
キ
タ
ウ
ゲ
梨
ノ
木
綜

m
羽
咋
郡
詑
謹
山

の
市
川
鑓
な
る
川
町
出
の
部
訴
か
ら
、
越
中
氷
見
郡
部
川

に
向
か
ふ
峠
。

ナ
シ
ノ
キ
ダ
ヒ
ラ
ヤ
マ
梨
ノ
木
平
山

河
北
郡

向
山
・制
下
松
似
一胸
部
富
岡
山
の
結
中
凶
出
に
在
る
山
。

向
さ
川
川
上
測
定
二
三
三
米
。
地
町
卸
石
安
山
針
。

ナ
ジ
ミ

南
志
見

民
主
郊
の
部
品
名
。
承
久
三

年
設
巡
の
能
鷺
凶
問
教

H
R悼
の
回
京
都
中
に
、『
大
屋

庄
之
束
保
三
十
一
一
一
町
五
段
、
加
市
芯
見
村
定
。
』
と
見

え
、
西
光
寺
以
の
知
山
久
λ
年
六
且
九
日
長
谷
部
信
辿

‘' 

の
前
進
航
に
も
大
屋
御
庄
市
志
見
村
と
あ
る
が
、

今
は
そ
の
部
務
名
が
な
い
。
能
号
志
微
に
、
今
俗
に

竪
・小
問
屋
耐
村
を
帯
し
て
爾
志
見
と
い
ひ
、
爾
志
見

里
の
上
略
が
里
に
な
っ
た
の
で
あ
ら
う
と
の
設
を
述

べ
て
ゐ
る
。

ナ
ジ
Z
ウ
ラ

南
志
見
湾

臨
京
都
白
米
か
ら
束
、

名
舟
・小
問
屋
各
四
副
首
附
に
亙
る
砂
部
を
い
ふ
。

ナ
ジ
ミ
ガ
ハ

南
志
見
川

問
主
部
凶
山
に
波
L

商
続
内
川
・
小

m川
を
併
世
、
小
川
屋
・里
の
入
合
街

で
擦
に
注
ぐ
。
続
強
大
粁
。

ナ
ジ
ミ
ゴ
ウ
男
心
郷

鳳
主
郊
の
古
郷
名
。
和

名
抄
の
一

本
に
こ
の
郷
名
を
絞
せ
る
。
滋
に
奈
自
長

と
訓
む
べ
き
で
あ
る
。
後
附
亦
南
志
見
郷
が
あ
る
。

ナ
ジ
ξ
ゴ
ウ

南
志
見
開
明
開
京
榔
に
邸

L
、
滞

政
時
代
で
は
、
白
米
・
野
出
・名
舟
・
徳
利
地
・忽
・小

問
屋
・竪
・協

m・束
印
内
・商
院
内
・東
山
の
十
一

今村

を
含
ん
で
問
た
。

ナ
ジ
ミ
シ
ョ
ウ

南
志
見
庄

臥
京
都
に
在
っ
た

同
制
印
内
商
光
寺
の
長
谷
部
信
辿
帯
地
放
に
、
市
志

見
応
川
十
MM
文
と
見
え
る
。

ナ
ジ
ミ
ジ
ヨ
ウ

南
志
見
城

鳳
京
都
岡
山
の
山
上

に
在
っ
た
。
越
殺
到
三
州
志
に
、
長
氏
の
間
代
左
衛

門
有
辿
の
子
四
郎
と
い
ふ
者
が
爾
志
見
の
地
問
で
あ

っ
た
こ
と
が
あ
り
、
文
地
方
人
は
弘
治
中
闘
士
市
志

見
中
務
大
輔
が
窮
た
と
も
、
井
口
一
時
四
隅
丞
が
底
た
と

も
い
ふ
が
、
山
び
に
そ
の
偵
を
知
ら
ぬ
と
あ
る
。

ナ
ジ
ミ
ス
ミ
ヨ
シ
ジ
ン
ジ
ヤ

南
忘
見
佳
吉
神
社

邸
主
加
盟
に
銀
問
曲
す
る
。
も
と
里
・
小
問
屋
・
館
利

地
・忽
・
双
山
一
品
砂
利
の
惣
祉
で
あ
っ
た
。
貞
享
四
年

の
抑
札
に

『
能
驚
倒
凪
京
都
大
屋
庄
市
芯
見
里
村
住

吉
{呂
五
ヶ
村
惣
枇
云
々
。
』
と
あ
る
。

ナ
ス
ビ
ヤ
マ
茄
子
山

羽
咋
郡
米
出
部
訴
の
南

方
に
あ
る
問
。

一一両
さ
四
六
米
。
地
質
沖
積
問
問
。

占八一一二

ナ
h
F
ウ
チ
ゴ
ウ

飽
打
郷

羽

咋

出
に
M

闘
し
、
臨

搬
・
河
内
・四
谷
内
・烏
鎚
・百
江
・大
平
・川
M
四
・上
町
・

羽山
川
の
九
ぷ
判
を

含
ん
で
日
た
。
そ
の
内

際
期
の
和
国

名
を
鈍
打
と
い
う
た
と
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
本
郷
で

あ
ら
・
ヲ
。

ナ
タ
ウ
チ
ヤ
マ

勉
打
山

川
相
咋
加
問
屋
領
に
在

っ
て
、

一
に
虫
バ
叫
と
も
い
ひ
、お
さ
二
九
六
米
。
能

間

R
k
n
跡
志
に
、
『臥一
主
・仰
向
・刑
制
咋
三
洲
仙
の
境
山
に

て
、

mに
大
石
あ
り
邸
と
す
。
』
X
『
鎚
打
山
と
て
近

郷
の
お
山
あ
り
。
苛
俊
明
品
川
川
郡
・版
制
・成
綬
三
人
の

配
所
此
訟
に
て
、
俊
到
此
山
に
三
十
三
所
の
税
脅
を

建
て
、
照
現
あ
り
し

般
若
円
の
堂
あ
り
。
今
も
無
志
ヶ

的
と
て
、
川市凶

H
四
需
の
札
所
也
。
』
と
あ
る
。
俊
克

の
こ
と
の
妄
臨
時
た
る
は
勿
論
で
あ
る
。

ナ
タ

那
谷

江
沼
郡
那
行
谷
に
凶
す
る
邸
務
。

村
名
を
今
ナ
タ
と
呼
ぶ
の
は
ナ
タ
ユ
の
務
で
あ
b
、

白
山
犯
に
は
奈
谷
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
前
川
利
院
が

能
楽
榔
を
限
m
h
衡
と
し
て
ゐ
た
頃
、
江
泊
都
中
で
も

こ
の
村
に
限
り
そ
の
簡
に
閉山
し
て
ゐ
た
。

ナ
タ
イ
シ

那
谷
石

江副
山
川
谷
那
に
医
す
る
石

材
。
布
一
世
相
而
岩
伐
縫
い
拭
山
信
で
、
伐
全
く
制
制
問
V
へは

粗
粒

o
m以
色
乃
一
主
白
色
で
、
慨
は
似
い
。

ナ
タ
ウ
チ

飽
打

湖
町
市
の
山
町

ω名
。
泳
久
三

年
注
挫
の
能
常
凶
間
数
目
録
刑
制
咋
却
に
、『
鎚
打
村
、

六
町
一
泊
段
試
』
と
見
え
る
。
今
こ
の
けU
名
は
な
い
が
、

際
瀬
村
の
古
名
で
あ
る
と
い
ふ
。
又
向
日
銭
併
に
、

『
正
字
泌
に
鎚
俗
鈍
字
、説
文
に
銘
知
芳
也
と
。
こ
れ

を
ナ
タ
と
訓
め
る
は
旅
胤
酬
の
殺
な
る
べ
し
。
日
本
紀

に
彰
字
を
よ
み
、
延
符
式
に
は
叫
州
、
太
創
刊
白
儀
式
根

に
は
那
太
と
山
け
り
。
守
政
に
的
平
木
部
と
見
失

全
漸
兵
制
録
に
は
小
斧
と
諒
せ
り
。
』
と
記
す
る
。

ナ
ダ
ウ
チ
ヲ
マ
ノ
ジ
ン
ジ
ヤ
組
打
熊
野
神
社

l
v
フ
ヂ
ツ
ヒ
ヨ
ジ
Y
ジ

ヤ

陣
一町
比
古
訓
一
回。


